
　　　　　　　　　　タブレット端末　～持ち帰りの留意事項～

＊使用について

①基本的には学校で使用し、家庭学習でもタブレット端末（以下、「タブレット」）を 
 使って学習します。 

②使用上、ルールが守られていない場合には、使用を制限する場合があります。

＊ご家庭へのお願い

①情報モラルについては学校でも学びますが、自分も他人も傷つくことがないようご家庭
 でもお話しください。 
 
②児童生徒の健康を守るために、長時間の利用とならないよう見守りをお願いいたします。 
 
③持ち帰って使用する際、ご家庭のインターネット回線を使わせていただきますので、
 ご協力をお願いいたします。通信料等の費用は保護者負担となります。 
 
④タブレット本体には、安全のため有害な情報へのアクセスをブロックする「フィルタリ       
 ング」を行っておりますが、ご家庭で使用する際にはルールを決め、見守りをお願いし
 ます。 誤って有害サイトにアクセスしてしまったと思われる場合は、すぐにインター
 ネットブラウザーを閉じ、Wi-Fi接続を切るようにお願いします。
 

＊その他

①転出や卒業時など、児童生徒が通学する学校での在籍期間が終了する際には、タブレッ
 トを学校に返却してください。 

②小学校6年間・中学校3年間使います。精密機械なので、丁寧・適切な取り扱いをお願い
 します。 

＊使用についての注意

①持ち帰るタブレットは文房具としての利用を想定しています。有害なサイトへに繋がる
 可能性がありますので、学習に関係のない動画の視聴や、不要なWebサイトの閲覧はし
 ないでください。 

②故障、破損、紛失等の事由が生じた場合は、速やかに学校に相談してください。
 原則、故障や破損については教育委員会にて修理しますが、重大な過失や故意による
 破損や紛失の場合は費用負担を保護者にお願いすることになります。
 盗難の場合は警察に届け出を行いますので、速やかに学校へ報告してください。

③タブレットは児童生徒の安全を守るため、「だれが」「どんなことに」「どのくらい」
 使ったのかを確認できます（通信量・アクセス履歴など）。
 生徒指導に関わる事案等が発生した場合は、教育委員会がアクセス履歴等を調査・確認
 することがあります。

④タブレットの設定やパスワードは変更しないでください。（勝手に変更した場合は、ロ
 グインできなくなります） 
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